
 

指定給水装置工事事業者の指定更新申請書提出について（注意事項） 

 

１ 更新申請する場合に必要な提出書類は、以下のとおりです。 

必要書類 法人の場合 個人の場合 

① 指定給水装置工事事業者指定申請書（様式第１） ○ ○ 

② 機械器具調書（別表） ○ ○ 

③ 誓約書（様式第２） ○ ○ 

④ 営業形態届出書（別紙） ○ ○ 

⑤ 給水装置工事主任技術者免状の写し ○ ○ 

⑥ 会社定款 ○  

⑦ 履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本） ○  

⑧ 住民票の写し  ○ 

⑨ 指定更新時確認事項 ○ ○ 

２ 更新申請情報のうち、以下の項目は門真市ホームページに掲載します。 

① 事業所名 

② 事業所所在地 

③ 電話番号 

④ 営業日 

⑤ 営業時間 

⑥ 業務内容 

３ 指定手数料は 10,500円（指定手数料 10,000円、指定証発行手数料 500円）です。 

４ 原則申請書類等は持参とします。 

５ 提出先及び問合先 

〒571－8585 

大阪府門真市中町 1番 1号 

門真市環境水道部経営総務課  

  電話 06－6902－5873  


